
高
す
ぎ
る
国
民
健
康
保
険
税

（
以
下
国
保
税
と
い
う
）
の
引
き

下
げ
を
強
く
求
め
ま
し
た
。

国
保
税
は
協
会
け
ん
ぽ

の
１
・
８
倍

国
保
税
の
限
度
額
が
１
０
６
万

円
か
ら
１
０
９
万
円
に
引
上
げ
ら

れ
ま
す
（
医
療
給
付
費
分
の
限
度

額
が
６
５
万
円
か
ら
６
６
万
円
に
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
２
４
万

円
か
ら
２
６
万
円
に
、
介
護
納
付

金
分
の
限
度
額
は
１
７
万
円
で
変

更
な
し
）
。
一
方
、
低
所
得
層
の

５
割
軽
減
や
２
割
軽
減
が
充
実
さ

れ
ま
す
（
下
表
参
照
）
。

し
か
し
高
す
ぎ
る
国
保
税
の
本

質
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
年
収
４
０

０
万
円
の
夫
婦
と
子
ど
も
２
人
の

場
合
の
国
保
税
は
、
市
の
説
明
で

４
２
８
，
７
０
０
円
で
、
年
収
の

１
割
を
超
え
ま
す
。

一
方
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
が
入
っ

て
い
る
協
会
け
ん
ぽ
の
場
合
だ
と
、

本
人
負
担
は
２
３
７
，
０
０
０
円

程
度
で
す
。
国
保
に
加
入
し
て
い

る
人
は
協
会
け
ん
ぽ
の
場
合
と
比

較
す
る
と
１
・
８
倍
の
保
険
料
を

負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
払
い
た
く
て
も
払
え
な
い
」
の

は
当
然
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
高
す
ぎ
る
国

保
税
を
せ
め
て
協
会
け
ん
ぽ
並
み

に
す
る
た
め
、
国
に
１
兆
円
規
模

の
繰
入
を
求
め
、
払
え
る
国
保
税

に
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
で
、
9
月

か
ら
稼
働
す
る
井
之
口
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
か
ら
給
食
を
配
送
す
る

運
搬
車
両
を
6
台
か
ら
7
台
に
1

台
増
や
し
ま
す
。
短
縮
授
業
が
あ

る
と
、
6
台
で
は
給
食
時
間
に
間

に
合
わ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で

す
。車

両
を
増
や
し
運
搬
時
間
を
短

く
す
る
こ
と
は
、
お
い
し
い
給
食

を
食
べ
て
も
ら
う
に
は
必
要
で
す
。

自
校
調
理
方
式
を
廃
止
す
る
こ
と

に
そ
も
そ
も
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

自
校
調
理
の
学
校
給
食
を
継
続
し

て
い
れ
ば
、
運
搬
委
託
料
を
計
上

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
共
産
党
は
自
校
調
理
に
よ

る
給
食
の
継
続
を
強
く
求
め
ま
し

た
。

2
学
期
か
ら
井
之
口
給
食
セ
ン

タ
ー
の
配
送
に
変
わ
り
ま
す

井
之
口
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が

2
学
期
（
9
月
）
か
ら
本
格
稼
働

し
ま
す
。

そ
の
た
め
自
校
調
理
を
行
っ
て

き
た
8
小
学
校
、
6
中
学
校
で
2

学
期
か
ら
井
之
口
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
か
ら
の
配
送
に
変
わ
り
ま
す
。

自
校
調
理
が
残
る
の
は
明
治
地

区
の
3
小
学
校
、
1
中
学
校
だ
け

に
な
り
ま
す
。

井
之
口
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

7
月
12
日
に
内
覧
会

井
之
口
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

内
覧
会
が
7
月
12
日
（
土
）
10
時

30
分
か
ら
15
時
ま
で
行
わ
れ
ま
す
。

参
加
自
由
で
す
。

裏
面
に
続
く
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日本共産党稲沢市委員会の活動を紹介します。

くらしの相談は

曽我部博隆 0 9 0 - 4 2 3 4 - 5 7 5 6

服 部 と し お 0 9 0 - 8 6 7 6 - 1 9 2 7

URL:http://inazawa-jcp.jcpweb.net

2025年7月6日

日本共産党稲沢市議団は、６月定例議会の最終日6

月25日、国民健康保険税条例の一部改正及び一般会

計補正予算（第2号）に反対しました。反対討論にたっ

た曽我部博隆市議の主な理由を紹介します。

高
す
ぎ
る
国
保
税

の
引
き
下
げ
を

軽減判定基準の改正

７割

軽減

改正前
基礎控除額（43万円）＋（給与所得者等の数
－1）×10万円

改正後
同上

５割

軽減

改正前
基礎控除額（43万円）＋29.5万円×被保険者
数+（給与所得者等の数－1）×10万円

改正後
基礎控除額（43万円）＋30.5万円×被保険者
数+（給与所得者等の数－1）×10万円

２割

軽減

改正前
基礎控除額’43万円）+54.5万円×被保険者数
+（給与所得者等の数-1）×10万円

改正後
基礎控除額’43万円）+56万円×被保険者数
+（給与所得者等の数-1）×10万円

課税限度額の変更

区分 現行 改正後

医療給付費分 ６５万円 ６６万円

後期高齢者医療支援金等分 ２４万円 ２６万円

介護納付金分 １７万円 １７万円

（合計） １０６万円 １０９万円

給
食
運
搬
車
両
を
1
台
増
や
す
よ
り

自
校
調
理
を
残
す
べ
き
だ



6月議会の最終日に、水道料金の基本料金（準備

料金）2ヶ月分を半額にする議案（9月請求分及

び10月請求分）が提出され、全会一致で採択さ

れました。

2ヶ月分を半額にするだけで、物価高騰対策に

なるのか。市民の立場に立った施策が求められ

ます。

水道基本料金を1回（2ヶ月）分を
半額免除 物価高騰対策としては不十分だ

詳しくは下記にお問い合わせください。

上下水道部 水道業務課 庶務グループ 電話0587-21-2181


